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令和８年度国民健康保険事業費納付金等の算定結果

１ 新たな財政運営の仕組み

≪ 旧制度（～H29）≫  市町ごとの財政運営
≪ 新制度（H30～）≫  県単位での財政運営（県の新たな財政負担はなし）

２ 納付金の仕組み（イメージ図）

※後期高齢者医療制度への支援金等（支出）や、前期高齢者に係る被用者保険からの
支援金(収入)等を除いたイメージ図
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保険料は

市町が決定

３ 国民健康保険事業費納付金の算定結果

（１）算定の前提条件
 ・ 例年同様、国から示された係数等を用いて、国保運営方針に記載の算

定方式等により算定

（２）算定結果（概要）
 ・ １人当たり医療費（保険給付費）の増、子ども・子育て支援納付金の

新設等により、県平均１人当たり納付金額は対前年度比８.３％の増
加となった

①R7算定額

（円）

②R8算定額

（円）

増減額

（②-①）（円）

増減率

（％）

160,959- 174,379-
(170,781)

＋13,420-
(＋9,822)

＋8.3-
(＋6.1)

【県平均の１人当たり納付金額】

※下段の( )内には、令和８年度新設の子ども・子育て支援納付金分を除いた、医療
分・後期分・介護分の金額及び増減率を記載している

・ 医療分(診療報酬改定等による影響を含む)の増によるもの：＋6,408円 【＋4.0％】

・ 子ども分の増によるもの ：＋3,598円 【＋2.2％】

・ 市町毎の状況は２頁のとおり(国保加入者の医療費水準や所得水準により伸率が異なる)

県
(特別会計)

市町
(特別会計)

住民
(被保険者)

県全体の医療費を推計し、

①市町ごとの納付金を決定

（医療費水準・所得水準を考慮）

②市町ごとの標準保険料率を提示

③それぞれの実情に応じて、

保険料を決定(②を参考)

し、住民に賦課

⑤納付金を県に納付(保険料等) ④市町へ保険料を納付

⑥市町が保険給付に

必要な費用を全額交付
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令和８年度納付金 算定結果

区分

１人当たり納付金額

区分

１人当たり納付金額

R7算定額
① (円)

R8算定額
② (円)

増減額
②-① (円)

増減率
②/①-1 (%)

R7算定額
① (円)

R8算定額
② (円)

増減額
②-① (円)

増減率
②/①-1 (%)

金沢市 169,482 181,555 12,073 7.1 野々市市 175,021 184,859 9,838 5.6

小松市 161,364 175,426 14,062 8.7 津幡町 161,816 176,800 14,984 9.3

七尾市 147,151 160,696 13,545 9.2 かほく市 168,681 183,446 14,765 8.8

加賀市 151,900 169,427 17,527 11.5 内灘町 153,485 166,402 12,917 8.4

輪島市 143,405 147,288 3,883 2.7 志賀町 146,947 158,473 11,526 7.8

珠洲市 139,382 148,568 9,186 6.6 宝達志水町 152,534 163,391 10,857 7.1

羽咋市 144,901 165,165 20,264 14.0 中能登町 135,121 155,017 19,896 14.7

白山市 156,682 172,226 15,544 9.9 能登町 154,021 164,996 10,975 7.1

能美市 156,516 168,988 12,472 8.0 穴水町 135,189 146,773 11,584 8.6

川北町 187,401 199,208 11,807 6.3 県平均 160,959 174,379 13,420 8.3

◇１人当たり納付金額(＝納付金額／加入者数)は、市町が決定する実際の保険料とは異なる
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（注１）それぞれの標準保険料率は、法令等で定められた統一のルールに基づいて算定しているものであり、各市町の判断により行っている法定外繰入や基金取り崩しについては行わないものとして算定した理論上の保険料率である。
（注２）それぞれの標準保険料率は、保険給付費及び後期高齢者支援金、介護納付金、子ども・子育て支援納付金を賄うために必要な保険料率であり、各市町が実施する保健事業等以外の必要な経費については、標準保険料率に含めずに算定した理論上の保険料率である。
（注３）各市町は、国民健康保険加入者の所得や被保険者数等を勘案した上で、実際の保険料率を決定する。

実際の保険料は、県が示す納付金額から、公費（市町事業等に対する国費等）及び法定外繰入（各市町が任意で実施）の金額を差し引くなどして市町が算出する。

令和８年度標準保険料率

市町名

医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 子ども・子育て支援納付金分

所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割
18歳以上
均等割

金沢市 9.43 40,819 26,185 2.85 12,235 7,848 2.52 12,927 6,295 0.29 1,257 811 63

小松市 8.79 38,028 24,394 2.77 11,925 7,649 2.43 12,491 6,083 0.29 1,238 794 53

七尾市 9.10 39,395 25,271 2.74 11,783 7,559 2.42 12,395 6,036 0.29 1,264 800 46

加賀市 8.97 38,808 24,894 2.80 12,046 7,727 2.48 12,742 6,205 0.29 1,258 808 55

輪島市 8.63 37,371 23,972 2.75 11,843 7,597 2.43 12,463 6,069 0.29 1,277 804 37

珠洲市 9.01 38,984 25,008 2.76 11,852 7,603 2.42 12,421 6,049 0.28 1,273 787 27

羽咋市 8.65 37,445 24,020 2.72 11,698 7,504 2.43 12,474 6,075 0.28 1,244 783 40

白山市 8.56 37,067 23,778 2.80 12,024 7,713 2.43 12,490 6,082 0.28 1,221 782 51

能美市 8.83 38,212 24,512 2.77 11,902 7,635 2.41 12,373 6,025 0.29 1,232 794 60

川北町 9.49 41,062 26,341 2.74 11,802 7,571 2.42 12,428 6,052 0.28 1,250 785 43

野々市市 9.35 40,469 25,960 2.81 12,086 7,753 2.47 12,690 6,180 0.29 1,241 819 76

津幡町 9.65 41,788 26,806 2.79 12,002 7,699 2.43 12,471 6,073 0.28 1,234 789 54

かほく市 9.46 40,928 26,254 2.73 11,746 7,535 2.41 12,352 6,015 0.28 1,219 784 55

内灘町 8.96 38,761 24,864 2.76 11,856 7,605 2.43 12,462 6,069 0.28 1,204 787 59

志賀町 8.52 36,863 23,647 2.69 11,578 7,427 2.41 12,376 6,027 0.28 1,246 780 35

宝達志水町 9.30 40,250 25,819 2.78 11,934 7,655 2.40 12,318 5,999 0.28 1,267 791 39

中能登町 9.19 39,761 25,506 2.75 11,819 7,582 2.44 12,496 6,085 0.28 1,225 770 36

能登町 9.48 41,046 26,330 2.77 11,892 7,629 2.45 12,578 6,125 0.28 1,260 776 19

穴水町 8.41 36,406 23,353 2.75 11,830 7,589 2.47 12,682 6,176 0.28 1,237 776 32

医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 子ども・子育て支援納付金分

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 18歳以上均等割

9.18 56,598 2.81 17,215 2.48 18,122 0.29 1,783 94

○ 都道府県標準保険料率

○ 市町村標準保険料率

（単位：％、円）

（単位：％、円）

標準保険料率：保険料率を検討する際の参考値として、県が各市町に提示するもの 各市町では、標準保険料率をもとに市町の運営協議会での議論
を踏まえ、条例改正等の手続きを経て、実際の保険料を決定


